
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

手続きに必要な書類等 

新規申込 継続申込 

町内会 町内会以外 
10割減免 

(2～5項を除く) 
5割減免 

① 
仙台市市民センター使用料減免登録申込書 

※用紙は当センターで用意しております。 
○ ○ ○ ○ 

② 会則 － ○ － ○ 

③ 事業計画書 ※直近のもの － ○ － ○ 

④ 会員名簿 ※氏名・住所が記載されている最新のもの － ○ － ○ 

⑤ 減免登録証の写し － － ○ ○ 

⑥ 利用者カード ※予約システムの利用登録をしている場合 ○ ○ ○ ○ 

         
(公財)仙台ひと・まち交流財団 仙台市片平市民センター 

〒980-0813 

仙台市青葉区米ケ袋 1-1-35  

TEL:227-5333 FAX:268-0234 

 

 

 

https://www.sendai-shimincenter.jp/aoba/katahira/index.html 

「げんべえ」は、片平市民センターの愛称 広瀬川の源兵衛淵がその由来 

片平市民センターだより    

令 和 ６ 年 ２ 月 号 

令和 5 年度 市民センター使用料減免登録申込みの受付が始まります 

登録受付期間：令和 6年 2 月１日（木）～令和 6 年 2月 29 日（木） 

 ◆減免区分が 2～5項に該当する 10割減免団体は、継続申請不要となります。 

 減免区分は減免登録証の上部に記載されていますので、ご確認下さい。 

◆減免登録申込書に記載された「会の目的・活動内容」(団体本来の活動)で市民 

センターを利用される場合に使用料が減免されますので、申込書には具体的な 

活動内容をご記入ください。 

◆申請の際は以下の必要書類をご用意の上、主に利用を予定している市民センターにご提出下さい。 

※上記以外に収支予算・決算書の提出を求める場合があります。 

◆期間内に減免登録手続きが行われない場合、令和 6年 6月分以降の利用について 

 使用料が減免されない場合がありますのでご注意ください。 

            ※※詳しくは窓口へお問い合わせください※※ 

 サークル活動の活性化の一環として「片平市民センター メンバー募集サークル情報」を作成し、青葉区内
の情報コーナーに設置します。窓口で「サークル情報」掲載申込書を配布しますので、ご協力頂けますようお
願い致します。※当市民センターを中心に活動中で、現在、会員を募集しているサークル・団体が対象です。 

日時：令和 6年2 月17 日（土） 

13：30～15：45 

場所：せんだいメディアテーク 1階  

オープンスクエア 

主催：（公財）仙台ひと・まち交流財団 

宮城大学の金内誠教授による健康に関する講演や

ボッチャ等の体験コーナー、市民センター利用団体

のステージ発表、パネル展を通して市民センターの

取り組みを紹介します。 

入場は無料です。ぜひ、直接会場へご来場ください。 

市民センターフォーラム 2024 
まなびのタネを見つけよう！すべての人の健康と幸せを目指して 

げんべえ 

tel:227-5333


     

  

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

                                        

                                                        

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
※講座で申込頂いた個人情報は、講座の運営に使用します。 
また、講座中に撮影した写真を市民センターだよりやホームページに掲載することがあります。ご都合の悪い方は
お申し出ください。 

※片平市民センターの駐車台数には限りがあります。徒歩または公共交通機関をご利用ください。 

４月分の抽選確定 

窓口・電話 

インターネット： 

2/2(金） 

～2/9（金） 

５月分の地域利用 

団体優先申込み開始 

窓口：2/6（火） 
am 10：00～ 

電話：2/7（水） 
am 9：00～ 

2/15（木）まで 

４月分の空き施設 

申込み開始 

窓口・ ： 

2/10（土）am 9：00～ 

電話： 

2/10（土）am10：00～ 

５月分の抽選申込み 

 

窓口・電話・インターネッ

ト 
2/16（金）～2/29(木) 

 

【体育館個人利用日】  

2/3・10・17・24（各土曜日） 13：00～21：00（午後・夜間） 

 ①13：00～ ／②15：00～ ／③17：00～ ／④19：00～ 

 ※２時間ごとの入替制（各回の１５分前にじゃんけん）※大人 2４0円・小中学生 1２0円 

※種目は卓球かバドミントンのみ 用具はお持ちください。 

※バドミントン 1面あたり上限 8人まで、卓球 1台あたり上限 4人までになります。 

【休館日】 

2/5・19・26 

各月曜日 

2/13 火曜日 

施設予約のながれ 

講座レポート 

 片平シニア麟経大学⑥ 「秋のレクリエーションタイム」（11/9開催） 

片平シニア麟経大学⑦ 「冬の温かなクリスマスコンサート」（１２/１４開催） 

「秋のレクリエーションタイム」と題して NPO法人宮城県レクリエーション協

会副会長の山内直子氏を講師にお招きしてレクリエーションを楽しみました。

歌を歌いながらの指体操、腕体操で身体をほぐした後は、『じゃんけん』でゲ

ームやリレーを行いました。最後はチーム対抗で『足し算輪投げ』というゲーム

で大いに盛り上がりました。身体を使い、暗算をしながらピッタリ１００点を目

指しました。参加の皆さんは、身体を動かしながらコミュニケーションを取り、

笑い合い、競い合い、レクリエーションを楽しみました。 

初回に実施した受講生の皆さんへのアンケートで、希望の多かったコンサー

ト。今回はフルート奏者の内出京子氏をお招きして開催しました。クリスマスに

因んだ「きよしこの夜」「アヴェマリア」などの曲や懐かしい映画音楽など、フル

ートの音色を皆さんうっとりしながら聴きました。また、受講生の皆さん自身

も耳馴染みのある曲には、自然にフルートの演奏に合わせて歌声も上がり、皆

さん演奏と内出先生のお話に「楽しかった」と口々に話していました。 

 

 
旧制二高グラウンド跡(現片平公園)が「試合前あいさつ発祥の場」とし
て「野球聖地・名所 150 選」に認定され、片平公園にモニュメントが

設置されたことはげんべえ 12月号でお伝えいたしましたが、その認定
証書が片平市民センター館内に飾られています。お近くにお越しの際は
モニュメントと併せてぜひご覧ください。 

地域情報 

このセンターだよりはリサイクルできます。 ホームページも更新中です。どうぞご覧ください

https://www.sendai-shimincenter.jp/aoba/katahira/index.html 

 


